
厚生年金保険法施行令（昭和二十九年五月二十四日政令第百十号） 《抜粋》 

（最終改正：平成二十九年七月七日政令第百八十五号） 

 

（地方厚生局長等への権限の委任） 

第四条の四の二  法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八

条の二第一項（同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において

同じ。）の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所（年金事務所（日本年

金機構法（平成十九年法律第百九号）第二十九条に規定する年金事務所をいう。以

下同じ。）を含む。次項において同じ。）の所在地を管轄する地方厚生局長に委任す

る。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第二十八条の二第一項の

規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支

局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。 


